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            ──────────────────― 

午前１０時開議 

○深谷秀峰議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１６名であります。 

 便宜，欠席議員の氏名を申し上げますので，ご了承願います。１４番茅根猛議員，以上１名で

あります。 

 定足数に達しておりますので，直ちに本日の会議を開きます。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたしま

す。 

            ──────────────────― 

 日程第１ 報告第２号から報告第１０号 

○深谷秀峰議長 日程第１，報告第２号から報告第１０号まで，以上９件を一括議題といたしま

す。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 これより質疑を行います。発言の通告がありますので，発言を許します。 

 ２０番宇野隆子議員の発言を許します。宇野隆子議員。 

〔２０番 宇野隆子議員 質問者席へ〕 

○２０番（宇野隆子議員） 日本共産党の宇野隆子です。私は報告第２号及び報告第４号の２件

について質疑をいたします。 

 まず，報告第２号専決処分の承認を求めることについて，常陸太田市市税条例等の一部を改正

する条例について伺います。 

 １８ページ，第１６条の４，この法人税割の税率の引き下げについて伺いたいと思います。こ

れが市税条例の主な改正の１つとなるわけです。本会議でも説明がありましたけれども，この税

率引き下げ分相当については，地方交付税により交付になる見込みであると説明がありました。

政府が消費税８％の引上げ時に税源の偏在性の是正として，地方交付税の原資とする仕組みを創

設しております。２０１６年度の改正は，消費税を１０％の引き上げによる地方交付税原資化の

規模を拡大するもので，これは問題があると思います。 

 そこで伺いたいと思います。この法人税割の税率の引き下げについて，本市の場合には制限税

率を使っておりますが，制限税率１2.１％を 8.４％に引き下げると，3.７％の引き下げというこ
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とになります。この引き下げによる本市の税額ですけれども，幾らぐらい減額になるのか，この

ことについて伺いたいと思います。 

 次に，報告第４号専決処分の承認を求めることについて，常陸太田市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例についてです。６１ページの新旧対照表で伺いたいと思います。 

 国の「国保税法」の改正によりまして，課税額及び国保税の減額が改正になります。課税限度

額の引き上げについてですけれども，現行の基礎課税額５２万円が５４万円となり，２万円の引

き上げとなります。後期高齢者支援金等課税額が現行１７万円から１９万円となり，２万円引き

上げとなります。課税限度額の引き上げにより，限度額を超える世帯数及び保険税収入の調定額

が幾らになるのか，増額する見込み額について伺います。 

 また，後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を超える世帯数及び調定額の見込み額について

も幾らになるのか伺います。 

 次に，国保税の減額ですけれども，５割減額，２割減額でそれぞれ，１人につき２６万円を加

算した金額を超えない世帯は２６万 5,０００円となるわけです。現行の４７万円が１万円引き上

がり，４８万円となるわけですけれども，この減額対象となる世帯数について伺いたいと思いま

す。 

 以上２件についてご答弁をお願いします。 

○深谷秀峰議長 答弁を求めます。総務部長。 

○植木宏総務部長 報告第２号専決処分の承認を求めることについて，常陸太田市市税条例等の

一部を改正する条例の第１６条の４，法人税割の税率の引き下げについてのご質問にお答えをい

たします。 

 本市の引き下げによります減収額の試算でございますが，平成２７年度調定額で試算をいたし

ますと，法人市民税，法人税割の税額１億 2,２００万円に対しまして，4,５００万円が減収とな

る見込みでございます。 

○深谷秀峰議長 保健福祉部長。 

○西野千里保健福祉部長 課税限度額の引き上げによる対象者についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 平成２８年度の課税額につきましては，まだ確定していませんので，平成２７年度の課税デー

タに基づいて算出しました結果をお答えさせていただきたいと存じます。ご質問の課税限度額を

超える世帯数と保険税収入の調定額でございますが，関連がございますので，合わせてご答弁さ

せていただきます。 

 まず，課税限度額でございますが，これまでの課税限度額５２万円では，限度額を超える世帯

が１１０世帯となりますところ，今回の改正によりまして引き上げられます課税限度額５４万円

では１０２世帯となり，調定額では２１２万 9,０００円の増が見込まれます。また，後期高齢者

支援金等課税額につきましては，これまでの課税限度額１７万円では，限度額を超える世帯が６

７世帯となりますところ，今回の改正によりまして引き上げられます課税限度額１９万円では４

７世帯となり，調定額では１１３万 4,０００円の増が見込まれます。 
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 続きまして，減額判定所得の見直しによる対象世帯数についてお答えいたします。５割軽減世

帯におきましては，１人当たりの基準額がこれまでの２６万円では 1,２７７世帯となりますとこ

ろを，今回の改正によりまして引き上げられます基準額２６万 5,０００円では 1,３０５世帯とな

りまして，２８世帯の増が見込まれます。同じく２割軽減世帯におきましては，１人当たりの基

準額がこれまでの４７万円では 1,０５６世帯となりますところ，今回の改正によりまして引き上

げられます基準額４８万円では 1,０７０世帯となりまして，１４世帯の増が見込まれます。 

 以上でございます。 

○深谷秀峰議長 宇野議員。 

○２０番（宇野隆子議員） 報告第４号について再質問を行います。 

 基礎課税額ですけれども，それを超える世帯について，今，金額とあわせてご答弁をいただき

ました。これは昨年度も引き上げになっております。政令に基づいて条例の改正が行われている

わけですけれども，それにしても，今，高くて払い切れない国保税が，基礎課税額が５２万円か

ら５４万円と。これは大体中間層あるいは少し所得のある人がこのあたりに該当するのかもしれ

ませんけれども，さらなる負担となるわけです。そういう中で，今回，国保税の減額と基礎課税

額の引き上げを行って，税の公平性ということが言われますが，今回の改正については政令に基

づく改正ではありますけれども，どのような考え方のもとで行っているのか，この件について質

疑をいたします。 

○深谷秀峰議長 保健福祉部長。 

○西野千里保健福祉部長 ただいまのご質問，今回の地方税施行令の改正についての基本的な考

え方ということでご答弁をさせていただきたいと存じます。 

 ご承知のように，国民健康保険につきましては，増嵩傾向にある医療費を保険者としてどう負

担していくのか，一定のルールの中で財源を確保していくということが基本になってまいります。

そのような中で，今般の経済情勢を踏まえまして，税源の確保をしてくためには保険税負担の公

平を確保する，一方では，年金所得者を中心とする低所得者層に配慮していく，いわゆる中低所

得者層の負担軽減を図っていく，そういうバランスをとる中で税源を確保していくという基本的

な考え方に基づいて改正が行われたものと認識しております。 

 保険者といたしましても，その上で，その制度にのっとってきちんと税源を確保していく必要

があるものと考えております。 

 以上でございます。 

○深谷秀峰議長 宇野議員。 

○２０番（宇野隆子議員） 先ほどのご答弁によりましてちょっと試算してみますと，国保税の

減額世帯ですけれども，２割，５割，７割とあり，今回，２割，５割の方にそれぞれ 5,０００円

あるいは１万円の引き上げがありました。７割の方は大変な低所得者でありますけれども，この

２割，５割，７割を合わせると，4,４００世帯ぐらいになるんじゃないかと思うんですが，国保

加入世帯は 8,３００世帯あたりになり，大体５５％が低所得者で占めているという本市の国保の

内容になっています。そういう方と，今度の限度額を引き上げられる世帯というのは百二，三十
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世帯ですよね。そういう中で，この国保に入っている加入者だけで保険料を決めていくのは当然

難しいですし，こういうわけで国庫負担金も入ってくるわけですけれども，昨年に引き続いての

引き上げというのは国保の負担増になるだけで，この改正は国がきちんと責任を持って，本当の

意味での改革の中で国保負担の引き下げを求めていってほしいということを指摘して，質疑を終

わります。 

○深谷秀峰議長 以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 これより討論を行います。 

 発言の通告がありますので，発言を許します。 

 ２０番宇野隆子議員の発言を許します。宇野隆子議員。 

〔２０番 宇野隆子議員 登壇〕 

○２０番（宇野隆子議員） 日本共産党の宇野隆子です。私は，報告第４号専決処分の承認を求

めることについて，常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について，反対の討論

をいたします。 

 今回の一部改正は，保険税の課税限度額の引き上げ，及び所得の少ない被保険者に課する保険

税の算定に係る基準の見直しをするというものになっております。現行の基礎課税額の限度額５

２万円を５４万円に，後期高齢者支援金等課税額が現行１７万円を１９万円に，それぞれ限度額

を２万円引き上げることは，被保険者にとって，とりわけ５２万円を超えて５４万円までの範囲

の被保険者は最高で２万円近くの課税額の引き上げとなるわけです。また，後期高齢者支援金等

課税額の限度額引き上げについても同様です。ですから認められません。しかも，質疑の中でも

申し上げましたけれども，この最高限度額の引き上げは昨年に続いての負担増となるわけです。

また，低所得者への税額引き下げは，今でさえ大変なわけですから，これは当然やるべき改正だ

と思います。 

 国が高い国保税，払い切れない国保税を引き下げるためには，国庫負担金を引き上げること，

所得の高い人，所得の低い人，この被保険者間での負担を調整することで国の負担を回避しよう

とする国の方針は，抜本的改革を先送りするだけのことになります。昨年に続く課税限度額の引

き上げで解決を図るあり方は，社会保障制度の１つである国民健康保険税の被保険者の負担を増

やすばかりとなっております。誰もが払える保険税に軽減することは国の責任だと思います。国

保税の引き下げこそ必要であり，課税限度額の大幅な引き上げには反対をいたします。 

 以上を述べまして，反対討論といたします。 

○深谷秀峰議長 以上で討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第２号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例等の一部を改正する条

例），報告第３号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市都市計画税条例の一部を改
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正する条例），以上２件については，原案承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，報告第２号，報告第３号，以上２件について

は，原案承認することに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 報告第４号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例）については，原案承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○深谷秀峰議長 起立多数であります。よって，報告第４号については，原案承認することに決

しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第５号専決処分の承認を求めることについて（行政不服審査法及び行政不服審査法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正す

る条例），報告第６号専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額の決定について），

報告第７号専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度常陸太田市一般会計補正予算（第

６号）），報告第８号専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度常陸太田市戸別合併

処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２号）），以上４件については，原案承認するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，報告第５号から報告第８号まで，以上４件に

ついては，原案承認することに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 次に，報告第９号，報告第１０号，以上２件については，「地方自治法施行令」

第１４６条第２項の規定により報告事項となっておりますので，報告をもって終了といたします。 

            ──────────────────― 

 日程第２ 議案質疑 議案第６４号ないし議案第６８号 

○深谷秀峰議長 次，日程第２，議案質疑を行います。 

 議案第６４号から議案第６８号まで，以上５件を一括議題といたします。通告がありますので，

発言を許します。 

 ２０番宇野隆子議員の発言を許します。宇野隆子議員。 

〔２０番 宇野隆子議員 質問者席へ〕 

○２０番（宇野隆子議員） 日本共産党の宇野隆子です。議案第６８号平成２８年度常陸太田市

一般会計補正予算（第１号）について，１件伺います。 
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 ６ページ及び７ページとなります。この中で，７ページの歳出，３目農業振興費について伺い

たいと思います。 

 本会議でも東京農大との連携による商品化に向けたワークショップなどを開いていくというこ

とでご説明をいただきましたけれども，もう少し詳細を伺いたいと思います。この３目農業振興

費の補正額を見ますと，９７７万 6,０００円の増となっておりまして，９５０万円が国庫支出金，

歳入を見ますと，農業費補助金として山村活性化支援交付金９５０万円が補助金として予算措置

されております。この点についてですけれども，申請して採択されるまでの経過について，１点

伺いたいと思います。 

 ２点目は，この国の山村活性化支援交付金９５０万円による事業内容の概要について伺いたい

と思います。 

 そして，３点目ですけれども，節７，節１２，節１３についてそれぞれ伺いたいと思います。

節７賃金，パートタイマー賃金８８万 2,０００円はどのような仕事をお願いするのか，内容につ

いて伺います。１２の役務費１４７万 8,０００円，土壌分析検査手数料となってますけれども，

どこに手数料としてお支払いするのか，それから，どういう方法で検査をするのか伺いたいと思

います。１３節委託料が，未利用資源等調査委託料１７３万 9,０００円，資源活用ワークショッ

プ開催委託料３０１万 2,０００円，竹伐採等委託料２２７万 4,０００円と，合わせて７０２万

5,０００円となっておりますけれども，この委託内容等について伺いたいと思います。 

 また，これは本会議でも３カ年の事業であるということで，今年度，国から９５０万円の補助

金が出ております。この事業は最高１年間で 1,０００万円の事業であると聞いておりますが，３

カ年ですと 3,０００万円の事業になるのかなとは思いますけれども，総事業費について伺いたい

と思います。 

 それから，これからワークショップなどを行って進められていくわけですけれども，この事業

の主体となる組織ですが，進めていく人たちがどういう人なのか，そのあたりもお聞きしたいと

思います。 

○深谷秀峰議長 答弁を求めます。農政部長。 

○滑川裕農政部長 議案第６８号平成２８年度一般会計補正予算（第１号）における農政部関係

の６ページの歳入，１４款２項７目の農林水産業費国庫補助金９５０万円，７ページの歳出，５

款１項３目の農業振興費９７７万 6,０００円に係るご質問にお答えいたします。 

 １点目の山村活性化支援交付金９５０万円における経過と事業概要といたしましては，まず経

過でございますが，本市において，「山村振興法」に基づき当該支援交付金の対象となる里美地

区の活性化に向け，昨年度，国へ計画申請をしたところ，本年３月に入り新規採択となったこと

から，今回，補正予算を計上させていただいたものでございます。 

 続きまして，事業の概要といたしましては，今般の山村地域の課題である山林荒廃の原因とな

っている放置された森林について，その整備に向けた現況調査と伐採後の竹の未利用資源として

の活用に向けた調査計画及びワークショップ等に要する事業費９７７万 6,０００円に対し，国よ

り９５０万円が交付されるものでございます。 
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 続きまして，歳出における３つの節の内容といたしましては，７節賃金８８万 2,０００円につ

きましては，竹の現況調査及び調査に基づく竹マップの作成，伐採計画の策定，ワークショップ

等開催時における臨時職員に係る経費でございます。その開催に伴う資料等の作成をする臨時職

員でございます。１２節役務費１７４万 8,０００円につきましては，試験圃場で効果の検証・分

析を行うための土壌検査手数料でございます。これにつきましては，効果を検証するに当たりま

して，散布前と散布後の土壌検査をすることとなります。箇所といたしましては，２４カ所を予

定しております。１３節委託料７０２万 5,０００円につきましては，１つ目の未利用資源等調査

委託料といたしましては，地区内における竹林の現況調査及び伐採計画の策定に要する委託料１

７３万 9,０００円であり，東京農大等に委託する予定としております。 

 ２つ目の資源活用ワークショップ開催委託料といたしましては，今後の事業展開において地区

内の方々が中心となる必要があるため，その推進体制を整備するためのワークショップ等のコー

ディネート委託料３０１万 2,０００円でございます。これについても東京農大等を考えておりま

す。 

 ３つ目の竹伐採等委託料といたしましては，試験的な竹の伐採及び加工処理に要する委託料２

２７万 4,０００円で，伐採につきましてはシルバー人材センター，加工処理については市の森林

組合等を考えております。今のを全て合わせまして，合計７０２万 5,０００円となるものでござ

います。 

 次に，３カ年の総事業費でございますが，現時点では，歳出として 2,９７７万 6,０００円，歳

入として 2,９５０万円を予定しております。 

 続きまして，組織，どのような人とかかわっていくのかのご質問につきましては，今後，この

事業においては行政の指導ではなく，住民の方々が中心となった継続的展開が地域の活性化に結

びつくものと考えております。つきましては，里見地区の既存の協会及び新たな地域コミュニテ

ィ組織などにかかわっていただくことが重要であるものと考えているところでございます。 

○深谷秀峰議長 宇野議員。 

○２０番（宇野隆子議員） 再質問ですけれども，これは要望のみにとどめたいと思います。詳

細なご説明をいただきましたので，よく理解できました。 

 そうすると，東京農大との連携ということで，この中の未利用資源等調査委託料とワークショ

ップ開催委託料，合わせて７０２万 5,０００円のところ，４７５万 1,０００円は東京農大に委託

するということになるわけですね。先ほどのご説明にもありましたけれども，里美地区の山林荒

廃の資源化で，研究を経て商品化していくと。この目的を達成することができるように，そして，

農業の振興に波及するように，ぜひ地域の方々が――行政主導ではないということですが，行政

ももちろんかかわっていくことですし，指導，援助もお願いしながら，この事業を進められるこ

とを求めます。 

 以上で質疑を終わります。 

○深谷秀峰議長 以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 
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○深谷秀峰議長 ただいま議題となっております議案第６４号から議案第６８号まで，以上５件

については，お手元に配付いたしてあります議案等委員会付託表のとおり，所管の常任委員会に

付託いたします。 

            ──────────────────― 

 日程第３ 請願委員会付託 請願第２号 

○深谷秀峰議長 次に，日程第３，請願第２号「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書

提出に関する請願を議題といたします。 

 ただいま議題となっております請願第２号については，お手元に配付いたしてあります請願文

書表のとおり，文教民生委員会に付託いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 以上で本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，６月１６日定刻より本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１０時３３分散会 


